
現するために、2013年６月、観光立国閣

僚会議において「観光立国実現に向けた

アクション・プログラム」が閣議決定さ

れ、2014年１月には2020年東京オリン

ピック・パラリンピックの開催を絶好の

機会と捉えて更なる観光立国の推進を図

るべく、訪日外国人旅行者数2,000万人

の高みを目指すこととしました。2015

年６月には2,000万人を目指すために新

規施策を盛り込みつつ「アクション・プロ

グラム2015」として改訂され、観光立

国実現に向けた取り組みの強化が図られ

ました。また、本プログラムを決定し

た第5回観光立国推進閣僚会議において、

アクション・プログラムは毎年見直しを

行いながら、全力で取り組んでいくこと

が確認されました。

「明日の日本を支える観光ビジョン」
と実現プログラム

　政府は、2016年に訪日外国人旅行者

数2,000万人の達成が視野に入ったこと

を踏まえ、同年３月に次の時代の新たな

目標を定めた、「明日の日本を支える観光

ビジョン」を策定しました。本ビジョン

では、訪日外国人旅行者数を2020年ま

でに4,000万人、2030年までに6,000

万人とするなど、従来の目標と比べて野

心的な目標が設定されています。また、

国を挙げて観光を日本における基幹産

業へ成長させ、「観光は真に我が国の成

長戦略と地方創生の柱である」という認

識のもと、新たに３つの視点を柱とした

10の改革を取りまとめました。

　さらに、「明日の日本を支える観光ビ

ジョン」を踏まえ、2016年５月には「観

光ビジョン実現プログラム2016」が、

2017年５月には「観光ビジョン実現プ

ログラム2017」が策定されました。観

光立国に向けた取り組みは「観光先進国」

という新たなステージに移行し、政府一

丸、官民一体となって強力に進めていく

観光産業の基幹産業化に向けて

　日本は現在、少子高齢化、財政赤字の

拡大などの課題への対応を迫られ、将来

にわたって経済成長を牽引する役割を担

う産業を育成しなければならない状況に

あるなか、その対象の一つに観光産業が

挙げられています。観光産業は財政支出

に頼らない経済成長を実現する産業であ

り、旅行業、宿泊業、航空を含む運輸関

連産業にとどまらず、様々な異業種とも

密接に連携する総合産業です。

　また、国内における旅行消費額※29は

25.8兆円（2016年）であり、産業の

裾野の広さゆえに大きな経済波及効果と

雇用創出力を有していることからも、震

災復興と地域活性化への寄与、ひいては

日本の経済成長の牽引役として基幹産業

への成長も期待されています。2016年

の訪日外国人旅行消費額は3兆7,476億

円で、電子部品の輸出額を超える水準と

なっています。政府は成長戦略として観

光立国推進を優先政策課題として明確に

位置付けています。

　これまで政府として、観光立国推進本

部設置（2009年12月）、国土交通省成

長戦略（2010年５月）、など観光政策

の推進体制を整備してきました。2013

年からは首相直轄の「観光立国推進閣僚

会議」が発足し、推進体制のさらなる強

化を図っています。また、「未来投資戦

略2017」においても、訪日観光政策の

推進が成長戦略のひとつとして掲げら

れ、国をあげて観光立国の実現に向けた

政策が進められています。

観光立国実現に向けた
アクション・プログラム

　観光資源等のポテンシャルを活かし、

世界の人たちを惹きつける観光立国を実

ことが示されています。

観光政策の推進体制と予算

　観光庁発足後９年が経過しましたが、

省庁横断的な調整といった観点では引き

続き課題が残っています。また、訪日外

国人旅行者の受入体制を整備し、地方創

生に貢献する観点で、2015年７月から

全国９つの運輸局に交通政策部と観光部

が設置されました。今後、地方主体での

迅速な問題解決が期待されます。

　2017年度観光庁予算については、約

256億円となり、インバウンド政策の推

進に向けて大幅に増額されています。し

かし、未だ競合するアジア近隣諸国に比

べて規模が小さく、日本は劣位にありま

す。

　「観光ビジョン実現プログラム2017」

では「観光施策を実施するための国の追

加的財源を確保するため、観光先進国を

参考に、受益者負担による財源確保を検

討する」ことが示されています。予算拡

充の観点から、安定的な観光財源の検討

は必要だと考えますが、課題も多く、十

分な検討が必要です。

日本政府観光局（JNTO）の体制

　国際観光の振興を図る役割を持つ日

本政府観光局（JNTO）は海外での観光

宣伝、マーケティング等、これまでも

大きな役割を果たしていますが、訪日

プロモーション事業の効果を最大化す

る観点から、JNTOが事業実施主体とな

り、インバウンド振興の中核となること

が明確に位置付けられるとともに、他

法人との連携強化を更に図ることとさ

れました。2015年度からは、観光庁

からJNTOに予算執行の権限が移譲され、

より迅速にプロモーションを推進でき

る体制に強化されました。これにより、

JNTO海外事務所における海外現地の市

場分析がより具体的にプロモーション活

動に反映されることが期待できるほか、

市場動向の変化や想定していなかったプ

ロモーションの機会に対し、臨機応変に

対応することも可能となりました。また、

海外現地において契約を行うことによ

り、日本企業に加え、現地の状況を熟知

した海外現地企業の参入が促進され、事

業効果の向上も見込まれます。
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●観光産業の基幹産業化に向け、国は観光庁に権限を集約し、他省
庁との横断的な政策の立案・推進体制を構築すべき

●近隣諸国等の予算規模を踏まえた相応な予算措置を講じるべき
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［１］ 観光政策の推進体制強化

現状と課題
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す。これらの目標は、国をあげて観光先

進国を目指していくうえでは、大変重要

ですが、一方では目標の位置づけをより

高いものとし、達成に向けた国民の意識

を一層高めていくとともに、関係する省

庁の責任をより明確にする必要があると

考えます。具体的には、訪日外国人旅行

者数の目標を実現するにあたり、事業者

だけに任せるのではなく、国土交通省や

関係する省庁において、どのように実現

に向けた環境や制度を整備すべきかを一

層明確化し、官民が一体となって実現に

向けた道筋を検討、共有するべきです。

特に出入国手段としての交通の役割や、

宿泊施設の確保は、目標を達成する前提

となる重要な要素であると考えます。

　また、それぞれの目標の関係性も重要

です。単に旅行者数を増やすだけではな

く、旅行消費額をいかに高めることがで

きるかに重点を置き、そのためにはどの

ような属性の旅行者に焦点を当てるの

か、一人あたりの旅行消費額が高い旅行

者は、どのような滞在や観光を求めてい

るのか等について国として十分に分析を

行い、その分析に基づいた戦略の立案と、

施策の実行が求められます。より重点的

にプロモーションすべき国・地域と航空

路、海路の開設や強化策を連動させ、例

えばオープンスカイ交渉をどの国と優先

して協議していくのかを関係省庁が連携

して検討することや、日本のどの空港に

誘客し、訪日外国人旅行者が望む観光ル

ートをどのように整備すべきかを検討す

るなど、国をあげた取り組みが重要です。

中期的な視点に立った
観光関連予算の適切な確保

　成長戦略として観光先進国の実現を目

指すためには、予算面においてもさらな

る拡充が必要です。

　具体的には、インバウンド促進のため

のプロモーション費用に傾注するのでは

なく、観光地の整備や観光産業の労働生

産性の向上に資するIoTなどのしくみの

構築や活用、観光産業における人材の確

保や育成につながる制度の構築などの観

点もふまえ、中長期的な観光産業の成長

につながる投資を検討すべきです。その

際には、競合するアジア近隣諸国等や世

界の観光先進国の予算の内容や規模を踏

まえた相応な予算措置が必要です。

　また、新たに検討するとされている追

加的な財源については、地方創生の観点

も掲げられていることから、使途が地方

自治体も含めて広範囲にわたる可能性が

あります。受益と負担の関係を明確にし

たうえで、使途を明確にすることや、地

方自治体に配分された場合は、使途の透

明性を確保できるしくみが前提となると

考えます。加えて、徴収方法についても、

航空運賃に出国税を付加することの検討

などが一部で報道されていますが、航空

産業の健全な発展を阻害する懸念があ

り、納付する事業者の負担等も考慮する

必要があります。追加的財源の導入可否

も含めて、透明性の確保や徴収方法につ

いて慎重に検討すべきです。

日本政府観光局（JNTO）の
体制の強化

　JNTOの体制は段階的に強化されてい

ますが、人材の確保や、地方自治体と連

携した市場分析機能の強化、受入環境整

備・向上支援機能の強化に取り組むこと

も重要です。海外事務所駐在の職員が保

有しているノウハウや経験を最大限に活

かし、地元と綿密な戦略を練ったうえで

海外にプロモーションするなど、取り組

みを強化する必要があると考えます。加

えて、JNTO職員を安定的に確保し、様々

な経験を積むことができるキャリアパス

を構築し、育成を強化していく必要があ

ります。それらの人材が、デジタルマー

ケティングの活用など、最先端のスキル

を獲得しながら、諸外国と同等あるいは

それ以上のマーケティングを推進し、積

極的な姿勢で日本の観光をリードする必

要があります。

政府における観光政策の
推進体制の強化

　観光政策は、複数の省庁に係わること

から、観光庁に権限を集約した上で、縦

割り行政の弊害を除去し、省庁横断的な

調整力と強力なリーダーシップを発揮す

る必要があります。また、同時に政府内

における政策立案機能や推進体制の一元

化も不可欠です。

　さらには、2020年東京オリンピック・

パラリンピック開催を絶好の機会と捉え

て、関係省庁間の連携のみならず、業界

全体を巻き込み産官学で連携・調整を強

化するなど、オールジャパン体制で取り

組む必要があります。今般策定された「観

光ビジョン実現プログラム2017」にお

いても、前年度までの継続案件も多く、

内容が多岐にわたるため、優先順位をつ

けて確実に推進していくことが必要です。

　そのためには、現在、国土交通省の外

局に位置付けられている観光庁を、内閣

に直結する独立した機関として観光省に

体制を強化するべきです。観光に対する

考えを従来の視点から脱却させ、文化や

スポーツとの連携や国民の観光に対する

教育の観点、国民の休暇改革や観光産業

における働き方の観点、経済のけん引役

となる輸出産業に匹敵する基幹産業とし

ての役割の観点、地方創生の観点、日本

産の農産物の輸出促進の観点など、総合

的な視点で観光政策を立案する必要があ

ります。それらによって、関係省庁の横

断的な調整に加え、個別に政策を立案

し、法案を提出する機能を持たせること

など、国としての観光政策の推進体制を

強化すべきです。また、観光を基幹産業

として位置づけるためには、インバウン

ドに依存し過ぎることなく、国民の国内

旅行やアウトバウンドを促進することが

重要であり、そのための独立した組織を

立ち上げ、体制をしっかりと確立するこ

とが必要です。

「明日の日本を支える観光ビジョン」
の目標の確実な達成

　「明日の日本を支える観光ビジョン」

において、訪日外国人旅行者数など、新

たな野心的な目標値が掲げられていま

P
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〔参考資料〕
※29　平成28年（2016年）の旅行消費額について（p.85）
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訪日外国人旅行者数の推移と
政府の取り組み

　訪日外国人旅行者数は、ビジット・ジ

ャパン事業開始以来の政府目標であっ

た年間1,000万人を2013年に初めて達

成し、2015年には前年対比で約47%

増となる1,974万人を達成しました。

2016年には対前年比17%増の2,404

万人となり、通年でこれまでの目標であ

った2,000万人を達成しました。2017

年も１月から８月までの各月で前年同月

を上回っており、さらなる旅行者数の増

加が見込まれます。※30

　こうした中、政府は「観光ビジョン実

現プログラム2017」の中で、広域観光

周遊ルートの世界水準への改善による地

方への誘客や、オリンピック・パラリン

ピック後を見据えた訪日プロモーション

の戦略的高度化、国際会議・研修旅行・

展示会等（MICE）の誘致の促進、地方

空港のゲートウェイ機能強化とLCC就航

促進など、さらなる旅行者数の増加に向

けた施策に取り組んでいます。

　また、2016年12月には国会で「特定

複合観光施設区域の整備の推進に関する

法律」が可決・成立しました。本法に基

づき、2017年３月には内閣に、総理を

本部長とし、全国務大臣を構成員とする

特定複合観光施設区域整備推進本部が設

置され、IRの整備に向けた検討が進めら

れています。その中ではIRはカジノや国

際会議場、ホテルなどを備えることを条

件とし、１つのIR施設でカジノは１か所

に限ることを検討しています。加えて、

国土交通大臣に立ち入り権限を与えるこ

とや、免許更新制にすることで違反行為

を厳しく取り締まることについても検討

されています。日本人に対して入場料を

課し、入場回数に上限を設けることなど、

また、国内旅行消費額が全体の約62%

を占める日本人国内宿泊旅行に関して

は、消費額ではほぼ横ばいであり、訪日

外国人の誘致とあわせて日本国民の旅行

促進にも取り組む必要があります。※32

　最近の調査結果では、年に一度も旅行

に行かない国民が約半数に上ることが判

明し、中でも、若年層の旅行意欲の低下

は、旅行を経験していないことによる将

来への旅行需要にも影響を及ぼす懸念が

あり、喫緊の対応が求められています。

　「観光ビジョン実現プログラム2017」

の中でも2020年までに年次有給休暇の

取得率を70%に向上させることや、休暇

取得の分散化を通じて、休暇の利用によ

る観光の促進を図るべく、働き方・休み

方の改革を推進することに加えて、家族

が休暇をとりやすい制度の導入等の取り

組みが示されています。また、若者の旅

行費用を軽減するなど、アウトバウンド

の活性化に取り組むことや、観光・旅に

関する教育の充実に向け、高等学校で「地

理総合」（仮称）を共通必履修科目とする

など、具体的な施策も盛り込まれていま

す。今後、これらの施策を確実に継続し

て実行することに加えて、国民による観

光立国の意義の理解促進と意識改革を通

じた需要喚起の取り組みも求められます。

　休暇改革の論議については、東日本大

震災以降、議論が再開されていませんで

したが、2017年５月に地域ごとに学校

休業日の分散化を図るキッズウィークに

ついて、政府が教育再生実行会議にて構

想を打ち出し、「観光ビジョン実現プロ

グラム2017」にも盛り込まれました。

しかし、世間の反応は前向きな意見が少

なく、実現性に向けた疑問の意見も多く

あげられています。また、震災を機に、

節電と旅行による経済活性化を両立させ

るため、観光庁主導のもと2011年７月

には「ポジティブ・オフ」運動が展開され

ていますが、５年が経過した現在、500

を超える企業・団体が賛同していますが、

単なる賛同ではなく、実効性が伴ってい

るのか適宜点検していく必要もあります。
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●国が掲げる目標の達成に向け、戦略的なマーケティングを行い、
新たな需要の創出と高位安定的な需要の確立を実現すべき

●官民一体となって国民の旅行促進と休暇改革に取り組むべき
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［２］ 観光需要のさらなる創出と需要の安定化

現状と課題
依存症対策についても検討されています。

広域観光周遊ルートの検討と
マーケティング機能

　観光庁においても、訪日旅行者数の空

路の約半数が首都圏空港を利用して入国

していることや、訪日外国人旅行者の移

動や宿泊が、いわゆるゴールデンルート

に偏る傾向があることから、複数の都道

府県を跨るテーマ性・ストーリー性を持

った一連の魅力ある観光地を、交通アク

セスも含めてネットワーク化し、外国人

旅行者の滞在日数（平均６日〜７日）に見

合った、訪日を強く動機づける「広域観

光周遊ルート」の形成と積極的な発信を

目指し、「世界に誇れる広域観光周遊ル

ート」の検討を進めてきました。 2015

年６月に７つの「広域観光周遊ルート」

が認定され、2016年６月には新たに４

つの広域観光周遊ルートが認定され、具

体的なモデルコースも策定されました。

　また、国別の観光市場の特性を分析し、

訪日客誘致を強化する戦略を策定するた

め、観光庁に国際観光課が設置されてい

ます。これまでのアジア市場や新市場の

開発に加え、2017年には長期滞在の傾

向が強く、１人あたりの消費額が大きい

欧米からの訪日客誘致を強化する目的

で、欧米豪推進室が設置されました。市

場ごとの的確な分析とマーケティングに

よる戦略の立案が期待されます。

国民の旅行促進と休暇改革

　一方、日本国民の旅行需要については、

旅行の相対的魅力の低下等により、全般

的に低迷しています。2015年には、日本

人海外旅行者数（1,621万人）が訪日外国

人旅行者数（1,974万人）を45

年ぶりに下回りました。2016

年には前年5.6%増の1,711万

人に回復しましたが、今後の

動向には注視が必要です。※31

〔参考資料〕
※30　訪日外国人旅行者数の推移 2016年（p.86）
※31　日本人海外旅行者数の推移 2016年（p.86）
※32　国民１人当たり国内宿泊観光旅行の回数及び
　　　 宿泊数の推移 2016年（p.87）
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　さらなる訪日外国人旅行者の増加を図

るためにはグローバルなメディア戦略を

展開し、我が国の観光魅力（気候、自然、

文化、食等）を戦略的に発信していくこ

とが不可欠です。特に日本の魅力をわか

りやすく印象的に世界に発信していくた

めには、SNSの積極的な活用が不可欠で

す。さらには海外メディアの日本への招

請や海外旅行博覧会への出展、海外テレ

ビドラマ・映画のロケの誘致等、訪日観

光旅行の動機付けの充実・強化などに取

り組んでいくことも重要です。

　また、主要国間において政府レベルで

観光に関する政策対話を定期的に開催す

るなど、観光分野における二国間関係の

強化を図り、ツーウェイツーリズムを進

めることでインバウンドを支える基盤を

整える必要があります。

●MICEの推進とIR

　IRについては、MICE誘致において有効

な要素であることや、一般的には旅行消

費額が大きい旅行者の取り込みの観点で

効果が大きいと言われています。航空連

合は、IRにはメリット・デメリットの両

面があることを前提に、政府で検討され

ている内容について、「メリットの最大化

とデメリットの最小化の観点」で、国会で

の審議を深めていく必要があると認識し

ています。また、国会での審議を通じて国

民も広く巻き込んだ議論を進めていくこ

とが重要です。その際には、「メリットの

最大化」の観点では、カジノ以外のMICE

誘致を前提とした観光振興の視点を持っ

たうえで、IRによる需要創出や地域経済

に与える効果を可能な限り定量的に示す

ことが必要です。「デメリットの最小化」の

観点では、他国の状況などを参考にした

うえで、日本の文化や習慣などに応じた

日本に適したIRのあり方について、依存

症や違反行為への対応を中心とした施策

の実効性を見極めることが必要です。特

に「特定複合観光施設区域整備推進会議」

でとりまとめられた「世界最高水準のカジ

ノ規制」を実現し、健全な事業運営を促す

とともに、マイナンバーカードを活用した

本人確認など、依存防止対策、青少年の健

全育成に確実に取り組む必要があります。

国民の旅行促進

　産業発展のためには、訪日外国人旅行

者への対応だけでなく、日本人の旅行促

進の取り組みと両輪で推進していくこと

が重要です。特に国内における旅行消費

額の約８割を占める日本人の国内旅行に

ついては、地域活性化にも寄与する多大

な経済波及効果が期待できるため、旅行

減税制度やトラベル版エコポイント、プ

レミアム旅行券の導入など旅行者に対し

て何らかのインセンティブを付与するよ

うな新たな発想による需要喚起策を実施

する必要があります。

　他方、日本人の海外旅行者の増加に向

けた取り組みも重要です。訪日外国人旅

行者を増やす観点においても、旅行者の

満足度を高め、リピーターを増やすため

には、国民一人ひとりの国際感覚を高め、

「おもてなし」のマインドを醸成するこ

とが重要です。そのためには、諸外国と

の双方向の交流人口の拡大に向けた施策

や観光・旅行に関する教育等の施策を従

来以上に強く打ち出すべきです。

　特に、若年層への対応については、海外

留学や研修を促進させる取り組みが必要

です。なかでも留学に関しては、グローバ

ル人材の育成にも資することから関係省

庁と観光産業の連携による留学促進に向

けた取り組みも推進する必要があります。

また、海外旅行促進の一助とすべく、パス

ポート申請費用の引き下げや手続きの簡

素化、若者割引等、若年層のアウトバウン

ド活性化に向けた取り組みを検討すると

ともに、SNSを活用した若者向けのプロ

モーションや、若者の行動の傾向を分析し

た体験型商品の開発を促進するなど、若

者の視点に立った施策の立案が重要です。

休暇改革の促進

　国民の旅行促進のためには、労働者の

休暇取得の促進が極めて重要です。秋の

大型連休の創設や導入が検討されている

取得の分散化（ブロック化）について

も、潜在的な旅行需要を顕在化させ、旅

行需要増加や観光産業における雇用創出

など、様々な効果をもたらす可能性があ

ると考えます。

　一方、2010年10月に内閣府が実施

した「休暇取得の分散化に関する特別世

論調査」によると、反対意見が半数以上

を占めており、実現に向けては社会実験

などを通じて課題や効果を明確にしつ

つ、労働界も含めて合意形成を図ってい

くことが重要です。

新たな旅行需要の開拓と
閑散期における需要の創出

　新たな旅行需要を創出するには、地域

の歴史や伝統、文化、産業、技術などの「こ

こにしかない」独自の観光資源を活かし、

ニューツーリズムの開拓、普及に努めて

いくことが重要です。

　また、訪日外国人旅行者が急増し、需

要の過度な集中による観光地の混雑を緩

和することが重要です。加えて、日本人

の国内旅行需要の喚起や、観光産業の生

産性向上などの観点からも、特に閑散期

における需要を創出し、観光需要を平準

化することを視野に入れた取り組みが必

要です。具体的には、場所、観光地や時

期の分散化が考えられます。今後は、認

定されたルートのプロモーションを強化

し、旅行者の実体験に基づいた声を聞い

た上で課題と成果を明確にしながら、取

り組む必要があります。

　時期の分散化については、外国人視点

を取り入れた地方都市の季節ごとのテー

マ（桜、花火、祭り、紅葉、スノーツー

リズムなど）に着目した魅力を発掘しつ

つ積極的に海外に発信していく必要があ

ります。同時に日本人の休暇のあり方に

ついても検討する必要があります。

戦略的なマーケティングの実践

●ターゲットの明確化

　諸外国においても外国人旅行者の誘致

は国家レベルでの取り組みとなってお

り、今後ますます各国との争奪戦の激化

が予想されることから、「観光ビジョン

実現プログラム2017」の進捗状況の点

検・評価を行いつつ、工程表どおり着実

に実現させていくことが必要です。特に、

旅行者数に加えて、日本での消費額や滞

在日数、リピーターに注目したマーケテ

ィングや戦略も一層重要になると考えま

す。多くの外国人旅行者に日本を訪れて

もらうためには、「外国人旅行者」と一

括りにするのではなく、国籍や年齢、性

別などの属性に応じて、口コミなどを活

用した上で日本に何を望んでいるのかき

め細やかにニーズを把握し、的確な対策

を講じることが重要です。

●戦略的な海外プロモーション

P
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訪日外国人旅行者数の
急増に対する空港の状況

　訪日外国人旅行者の急増に対して、空

港の施設等が対応できておらず、出入国

手続きに時間を要していることなどか

ら、現場の負担が大きくなっています。

　具体的には空港の駐機場やチェックイ

ンカウンターの不足に加えて、出入国審

査場の混雑、ターミナルビルの利用想定

人数の超過による混雑が顕在化していま

す。その他にも、機内持ち込み手荷物へ

の対応や、手荷物荷捌き所の狭
きょうあいか

隘化によ

る係員の作業効率の低下等、働くものの

視点でも問題が生じています。これらの

問題により、一部の空港では航空会社の

就航増便に対応できない事象が生じてい

ます。また、運航の遅延への影響や、お

客様の利便性、快適性の低下から日本の

印象悪化につながる懸念もあります。

　特に入国審査については、訪日外国人

旅行者にとって、日本に対する最初の印

象となるため、円滑な対応が求められま

す。政府は入国審査時間を20分以内に

するという目標を立てていますが、現時

点では達成できていません。「観光ビジ

ョン実現プログラム2017」では、バイ

前に運行者と決めた契約内容や運行ルー

トを守らないケースが散見されるため、

優良な事業者が外国人団体旅行者を受け

なくなっており、需要の増加に対して供

給が追いつかない現状があります。

　このような状況を受け、政府は2017

年３月に「通訳案内士法及び旅行業法の

一部を改正する法律案」を閣議決定しま

した。これにより、旅行の企画・手配を

行うランドオペレーターの登録制度が創

設され、旅行の安全や取引の公正を確保

することが期待されます。

宿泊施設の不足と課題

　都市部を中心に宿泊施設が混雑し、予

約が取りにくくなっており、インバウン

ドの急増に伴い宿泊施設の需要が拡大す

る一方、全国の宿泊施設においては従業

員等の人手不足が深刻化しています。一

方で、旅館の利用者数は伸びておらず、

地域によって旅館が廃業するなど、一極

集中による地域間の格差も表れています。

　そのような状況を受けて、政府は、

2015年６月に閣議決定した「日本再興

戦略 改訂2015」において、「シェアリ

ングエコノミーなどの新たな市場の活性

化のために必要な法的措置を講ずる」と

し、これを受けて内閣府の規制改革会議

を中心に「ライドシェア」と「民泊サービ

ス」に焦点を絞って、具体的な検討が重

ねられてきました。特に民泊については、

厚生労働省と国土交通省が合同で「民泊

サービスのあり方に関する検討会」を設

置し、都市部を中心にひっ迫する宿泊施

設に対応するため、自宅の部屋や遊休不

動産を貸し出すことについて検討を進め、

旅館業法などに定めた営業許可を得るこ

となく、有償で部屋を貸し出す違法民泊

を合法としていくために規制の見直しを

検討してきました。そして2017年６月、

第193回通常国会において住宅の空き

部屋やマンションの一室を利用して旅行

者を宿泊させる民泊のルールを定めた住

宅宿泊事業法が可決、成立しました。今

後、本法律が施行されれば、都道府県に

届出をすることで年間180日を上限と

して合法的に民泊を運用することが可能

となります。一方、民泊が先行する欧米

では、トラブルが頻発しており、利用者

や対象物件の近隣住民にとっての安心・

安全が損なわれる事例が発生しています。

●訪日外国人旅行者の受入体制を強化し、
需要の更なる増加につなげるとともに、
働くものの視点も踏まえた環境を整備すべき

Part❹｜観光政策 

［３］ 快適、円滑な旅行環境の整備

現状と課題
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出典：観光庁

オカート導入やプレクリアランスの実

施、信頼できる渡航者への自動化ゲート

の利用などを掲げていますが、関係省庁

が連携してこれらの施策を迅速、着実に

実施する必要があります。また、出入国

審査ブースの増設、施設の拡張やCIQに

関わる定員の増加など、物的・人的体制

の整備も求められます。

空港から目的地までの交通の課題

　訪日外国人旅行者が入国し、空港から

目的地へと移動する際、都市圏の空港に

おいては鉄道や路線バスなどの多数の交

通手段があるため、複雑で分かりづらい

という声が多くあげられています。案内

の多言語表記や運賃の支払い手段の違い

なども、旅行者を混乱させる一因となっ

ています。一方、地方空港においてはバ

スを中心とした交通手段に頼らざるを得

ない空港も多く、LCCなどの増便で旅客

が増加しているにもかかわらず、バスの

運行頻度が少なく、利用者がバスに乗り

切れないなどの問題が生じています。

　また、レンタカーの利用に際して、空

港とレンタカー会社の距離が遠いことや、

旅客ターミナルでのレンタカーの待機場

所が限られていることなどから、空港周

辺道路で渋滞が発生し、多くの旅客がタ

ーミナル内で待機している事例も発生し

ています。加えて、外国人旅行者

が適正な免許を保持しないまま運

転をするケースや、営業許可を受

けることなくレンタカーを利用し

たタクシー営業を行っているケー

スも報告されており、交通の安全

に関する問題も明らかになってい

ます。

　外国人団体旅行者が貸切バスを

利用するにあたり、全国的な貸切

バスの不足に加えて、悪質な業者

が手配、運行を担うケースが増え

ています。背景には、旅行者が事



化し、航空会社や行政、交通事業者など、

様々な関係者と連携を図り、空港ビルだ

けでは解決できない問題についても積極

的に取り扱い、改善に向けてリードする

ことが重要です。

快適、円滑な旅行に向けた
環境の整備

　空港から目的地までの移動手段につい

ては、地方運輸局と連携を図りながら、

需要に応じた柔軟な対応が必要です。仙

台空港は民間が運営主体になって以降、

新たなバス路線の開設を積極的に進めて

います。那覇空港ではレンタカーの混雑

を解消するため、夏季繁忙期にバスで利

用者をレンタカー営業拠点に送迎する実

証実験を行っています。これらの取り組

みを旅行者の満足度向上につなげるよ

う、確実に推進するとともに、成功事例

を他空港に積極的に展開していくことが

重要です。

　また、旅行形態が団体旅行から、通訳

や添乗員不在の個人旅行へとシフトしつ

つあるなか、案内標識の多言語化や観光

案内所の拡充を含む情報インフラの整

備、銀聯カード（中国内で使われている

支払決済用カード）や、外貨に対応でき

るATMの普及、Wi-Fi利用エリアの拡充

など、早急な環境整備が必要です。

　特に観光案内所については駅、郵便局

など各地に点在する既存施設を活用する

ことも検討すべきです。また、語学教育

をはじめとする文化教育や宗教上のタ

ブー教育およびそのような人材育成に

ついて、国はガイドライン等を整備し、

地方自治体の取り組みを支援すべきで

す。今後、ビザ要件が大幅に緩和された

ASEAN諸国からの訪日外国人旅行者数

の急激な増大が見込まれる中、ムスリム

への対応について、ノウハウを提供する

などのサポートも必要であり、国として

も積極的に関与すべきです。

　加えて、地域をはじめとする通訳ガイ

ドの質・量の確保や地域独自の自然や文

化を体験できる旅行商品の提供を促進し

ていくことが重要であり、通訳案内士法

の改正により、幅広い主体によるガイド

の確保や質の向上が期待されます。これ

らの制度については、旅行者のニーズを

把握しながら適宜見直しを図っていくこ

とが重要です。

　また、観光資源の適切な保護・管理は、

持続的な誘客につながるため、風景や街

並みの持つ経済価値や波及効果などを総

合的に勘案した環境保全対策（ガイドラ

イン化、マナー周知等）の策定が大切で

あり、具体的な罰則の導入・強化などの

措置も必要です。

宿泊施設不足の解消や
民泊のあり方について

　政府が検討を進める民泊サービスにお

いては、生活者・利用者の安心・安全を

確保できる法整備が必要です。具体的に

は、耐震・防災設備や衛生といった最低

限の安全性を確保する規制が必要であり、

関係省庁が連携し、貸主、借主、仲介サ

イト事業者から安心・安全のために必要

な情報の提出を求めることができるよう

な適切な管理体制が必要です。一方、違

法業者に対する処罰を厳格化し、事業か

ら排除することも必要だと考えます。

空港での受入体制の強化と
「おもてなし」の実現

　訪日外国人旅行者数の目標達成に向け

ては、現在の施設・設備等を有効に活用

することを前提に、首都圏空港の容量拡

大に向けて取り組むことに加えて、首都

圏以外の空港も最大限活用すべきです。

特に訪日外国人旅行者が最初に日本に触

れる場所である空港の印象は、リピータ

ーの獲得や、旅行者から周囲に訪日旅行

を勧めてもらう観点から極めて重要であ

り、空港でお出迎えをするような「おも

てなし」の発揮が求められます。空港で

日本のブランドを体感できるような環境

整備に向けて、IoT技術の有効活用や環

境（エコ）への配慮などについて、国と

空港との連携を強化すべきです。

　具体的には、入国審査を待つ時間を利

用してデジタルサイネージ等で日本の観

光地の魅力や様々な体験を発信すること

や、空港でWi-Fi接続できる環境の整備

が必要です。特に、空港では広域的な地

域ブランドやイメージを発信することが

重要です。Wi-Fiについては空港のエリ

アによって接続環境が良くない箇所を改

善することや、ターミナル間での円滑な

接続環境の整備、空港を出た後も事業者

の垣根を越えてシームレスに接続できる

環境の整備が必要であり、空港ビル管理

者等が関係者と連携して対応すべきです。

　また、出入国手続きの迅速化・円滑化

や国際線施設の拡張、増強に加えて、空

港アクセスの強化など、快適・円滑な移

動のための環境整備に継続して取り組む

必要があります。今後は「観光ビジョン

実現プログラム2017」で示されている

出入国手続きの迅速化、円滑化の早期実

現や地方空港において訪日外国人旅行者

数の増加に対応できるように計画的に物

的・人的体制の整備を進める必要があり、

またCIQ職員の接遇向上に向けた意識改

革も進める必要があります。

　加えて、空港の案内所の役割は極めて

重要です。コンシェルジュの設置や、案

内係員の人材育成に努め、旅行者からの

様々な問い合わせに対するソフト面での

臨機応変な対応が求められます。空港ビ

ル管理者は、積極的に案内所の機能を強
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２１

出典：空港管理状況調書（国土交通省航空局）
※発着回数は着陸回数の２倍とした。

国内主要空港の利用状況（平成２８年度）

ＬＣＣ旅客者数の推移（平成２８年度）
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